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（別紙） 

○ 公認心理師法第７条第３号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について【新旧対照表】（抄） 
（下線部が変更部分） 

改  正  後 現      行 

別 添 

 

公認心理師法第７条第３号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の

取扱い等について 

 

第１ 

１～５（略） 

６ 法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第１条の２に規定す

る科目のうち別表に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に令

和４年３月 31日までに入学し法施行日以後に施行規則第２条に規定

する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則第

６条に規定する施設において現に法第２条第１号から第３号までに

掲げる行為を業として行っている者 

 

第２（略） 

 

第３ 認定基準 

（略） 

１（略） 

２（略） 

（１）第１の１又は５に該当する者 

外国の大学院における心理学等の履修（見込）専門科目の合計

の時間数が 990 時間以上であり、施行規則第２条に規定する科目

に含まれる事項を概ね満たすこと。 

（２）第１の２又は３に該当する者 

外国の大学における心理学等の履修専門科目の合計の時間数が

1,790 時間以上であり、施行規則第１条の２に規定する科目に含

まれる事項を概ね満たすこと。 

（３）第１の４に該当する者 

外国の大学における心理学等の履修専門科目の合計の時間数が

別 添 

 

公認心理師法第７条第３号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の

取扱い等について 

 

第１ 

１～５（略） 

６ 法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第１条の２に規定す

る科目のうち別表に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に令

和４年３月 31日までに入学し法施行日以後に施行規則第２条に規定

する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則第

６条に定める施設において現に法第２条第１号から第３号までに掲

げる行為を業として行っている者 

 

第２（略） 

 

第３ 認定基準 

（略） 

１（略） 

２（略） 

（１）第１の１又は５に該当する者 

外国の大学院における履修（見込）専門科目の合計の時間数が

990 時間以上であり、施行規則第２条に規定する科目に含まれる

事項を概ね満たすこと。 

（２）第１の２又は３に該当する者 

外国の大学における履修専門科目の合計の時間数が 1,790 時間

以上であり、施行規則第１条の２に規定する科目に含まれる事項

を概ね満たすこと。 

（３）第１の４に該当する者 

外国の大学における履修専門科目の合計の時間数が 1,790 時間
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改  正  後 現      行 

1,790 時間以上であり、施行規則第１条の２に規定する科目に含

まれる事項を概ね満たすこと、かつ、外国の大学院における心理

学等の履修（見込）専門科目の合計の時間数が 990 時間以上であ

り、施行規則第２条に規定する科目に含まれる事項を概ね満たす

こと。 

３～４（略） 

（略） 

１ 専門科目の履修内容等 

日本の大学等において、一貫した専門教育を受けていること。複

数の大学等で履修した科目を合算することはできない。なお、施行

規則第１条の２に規定する科目のうち別表に定める科目の「含まれ

る事項」を含む科目を、法施行日前に入学した日本の大学等におい

て履修し、当該履修科目数が別表に定める各分類の必要科目数及び

延べ 23 科目以上の科目数であることを満たすこと。 

 

２ 実務経験 

申請日時点で施行規則附則第６条に規定する施設において現に法

第２条第１号から第３号までに掲げる行為を業として１か月以上行

っていることが客観的に明らかであること。 

 

第４ 提出書類 

申請に当たって、申請者は以下の書類を提出すること。 

１ 公認心理師試験受験資格認定願［様式１］ 

写真（申請前６か月以内に脱帽正面で撮影）をデータで貼付けす

ること。 

 

２ 履歴書［様式２］ 

学歴については、日本の小学校に相当する学校からの入学・卒業

・課程の修了年次を各々の学校について西暦で記入すること。小学

校から高等学校までの修業年限が 12年未満の場合は、その事情が分

かる書類を添えること。 

３（略） 

４ 第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類 

以上であり、施行規則第１条の２に規定する科目に含まれる事項

を概ね満たすこと、かつ、外国の大学院における履修（見込）専

門科目の合計の時間数が 990 時間以上であり、施行規則第２条に

規定する科目に含まれる事項を概ね満たすこと。 

 

３～４（略） 

（略） 

１ 専門科目の履修内容等 

日本の大学等において、一貫した専門教育を受けていること。複

数の大学等で履修した科目を合算することはできない。なお、以下

に掲げる必要な基準を満たすこと。 

○ 施行規則第１条の２に規定する科目のうち別表に定める科目の

「含まれる事項」を含む科目を、法施行日前に入学した日本の大

学等において履修し、当該履修科目数が別表に定める各分類の必

要科目数及び延べ 23科目以上の科目数であることを満たすこと。 

２ 実務経験 

申請日時点で施行規則附則第６条に定める施設において現に法第

２条第１号から第３号までに掲げる行為を業として１か月以上行っ

ていることが客観的に明らかであること。 

 

第４ 提出書類 

申請に当たって、申請者は以下の書類を提出すること。 

１ 公認心理師試験受験資格認定願［様式１］ 

写真（4.5×3.5cm（パスポート（旅券）サイズ）、申請前６か月

以内に脱帽正面で撮影、裏面に氏名・生年月日を記入）を貼付する

こと。 

２ 履歴書［様式２］ 

学歴については、日本の小学校に相当する学校からの入学・卒業

・課程の修了年次を各々の学校について西暦で記入すること。小学

校から高等学校までの修業年数が 12年未満の場合は、その事情が分

かる書類を添えること。 

３（略） 

４ 第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類 
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改  正  後 現      行 

（１）第１の１又は５に該当する者 

① 課程を修了した又は認定年度の３月 31日までに修了する見込

みの外国の大学院の入学資格（大学卒業以上（修業年限 16 年以

上））及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類

（第３の１を満たすことを明らかにした部分） 

② 課程を修了した又は認定年度の３月 31日までに修了する見込

みの外国の大学院の教員数等を明らかにしたパンフレットその

他の書類（第３の３を満たすことを明らかにした部分） 

（２）第１の２又は３に該当する者 

① 卒業した外国の大学の入学資格（高等学校卒業以上（修業年

限 12年以上））及び教育年限を明らかにしたパンフレットその

他の書類（第３の１を満たすことを明らかにした部分） 

② 卒業した外国の大学の教員数等を明らかにしたパンフレット

その他の書類（第３の３を満たすことを明らかにした部分） 

（３）第１の４に該当する者 

① 卒業した外国の大学、かつ、課程を修了した又は認定年度の

３月 31日までに修了する見込みの外国の大学院の入学資格（高

等学校卒業以上及び大学卒業以上（修業年限 12 年以上及び 16

年以上））及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の

書類（第３の１を満たすことを明らかにした部分） 

② 卒業した外国の大学、かつ、課程を修了した又は認定年度の

３月 31日までに修了する見込みの外国の大学院の教員数等を明

らかにしたパンフレットその他の書類（第３の３を満たすこと

を明らかにした部分） 

５ 第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類 

（１）第１の１に該当する者 

① 日本の大学等の卒業証明書・科目履修証明書（第１の１）［

様式３］ 

②（略） 

③ 課程を修了した又は認定年度の３月 31日までに修了する見込

みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに申請

者の履修当時の心理学等の履修（見込）専門科目の内容及び時

間数を明らかにした書類（シラバス等。実習科目については実

（１）第１の１又は５に該当する者 

課程を修了した又は認定年度の３月 31日までに修了する見込みの

外国の大学院の入学資格（大学卒業以上（修業年限 16年以上））及

び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類（第３の１を

満たすことを明らかにした部分） 

 

 

 

（２）第１の２又は３に該当する者 

卒業した外国の大学の入学資格（高等学校卒業以上（修業年限 12

年以上））及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類

（第３の１を満たすことを明らかにした部分） 

 

 

（３）第１の４に該当する者 

卒業した外国の大学、かつ、課程を修了した又は認定年度の３月

31日までに修了する見込みの外国の大学院の入学資格（高等学校卒

業以上及び大学卒業以上（修業年限 12 年以上及び 16 年以上））及

び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類（第３の１を

満たすことを明らかにした部分） 

 

 

 

 

５ 第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類 

（１）第１の１に該当する者 

① 日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書（第１の１）［様

式３］ 

②（略） 

③ 課程を修了した又は認定年度の３月 31日までに修了する見込

みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに履修

（見込）専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類（シラ

バス等） 
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改  正  後 現      行 

習の内容が確認できる書類を併せて提出すること。） 

④（略） 

（２）第１の２に該当する者 

①（略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認できる書

類を併せて提出すること。） 

③ 外国の大学の履修専門科目の内容確認表［様式５］ 

④（略） 

（３）第１の３に該当する者 

①（略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認できる書

類を併せて提出すること。） 

③ 外国の大学の履修専門科目の内容確認表［様式５］ 

④（略） 

（４）第１の４に該当する者 

①（略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認できる書

類を併せて提出すること。） 

③ 外国の大学の履修専門科目の内容確認表［様式５］ 

④（略） 

⑤ 課程を修了した又は認定年度の３月 31日までに修了する見込

みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに申請

者の履修当時の心理学等の履修（見込）専門科目の内容及び時

間数を明らかにした書類（シラバス等。実習科目については実

習の内容が確認できる書類を併せて提出すること。） 

⑥（略） 

（５）第１の５に該当する者 

 

④（略） 

（２）第１の２に該当する者 

①（略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修専門科目の内容

及び時間数を明らかにした書類（シラバス等） 

 

 

③ 外国の大学の履修（見込）専門科目の内容確認表［様式５］ 

④（略） 

（３）第１の３に該当する者 

①（略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修専門科目の内容

及び時間数を明らかにした書類（シラバス等） 

 

 

③ 外国の大学の履修（見込）専門科目の内容確認表［様式５］ 

④（略） 

（４）第１の４に該当する者 

①（略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修専門科目の内容

及び時間数を明らかにした書類（シラバス等） 

 

 

③ 外国の大学の履修（見込）専門科目の内容確認表［様式５］ 

④（略） 

⑤ 課程を修了した又は認定年度の３月 31日までに修了する見込

みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに履修

（見込）専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類（シラ

バス等） 

 

⑥（略） 

（５）第１の５に該当する者 
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改  正  後 現      行 

①（略） 

② 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに申請者の履

修当時の心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかに

した書類（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認

できる書類を併せて提出すること。） 

③～⑤（略） 

（６）第１の６に該当する者 

① 日本の大学等の卒業証明書・科目履修証明書（第１の６）［ 

様式７］ 

② （該当者のみ）日本の大学等の履修専門科目の内容確認表（

第１の６）［様式８］ 

③ （該当者のみ）科目を修めて卒業した日本の大学等の成績証

明書及び申請者の履修当時の心理学等の履修専門科目の内容を

明らかにした書類（シラバス等。実習科目については実習の内

容が確認できる書類を併せて提出すること。） 

④～⑥（略） 

６～８（略） 

 

※ 注意事項 

１ 提出書類は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害

保健課公認心理師制度推進室に、原則、電子媒体で提出すること。

なお、締切期日の 17 時までに受信が確認できたものを有効とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）提出書類は、全体を１つのＰＤＦファイルとし、ファイル全

①（略） 

② 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに履修専門科

目の内容及び時間数を明らかにした書類（シラバス等） 

 

 

③～⑤（略） 

（６）第１の６に該当する者 

① 日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書（第１の６）［様

式７］ 

② （該当者のみ）日本の大学の履修専門科目の内容確認表（第

１の６）［様式８］ 

③ （該当者のみ）科目を修めて卒業した日本の大学の成績証明

書及び履修専門科目の内容を明らかにした書類（シラバス等） 

 

 

④～⑥（略） 

６～８（略） 

 

※ 注意事項 

１ 認定申請は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害

保健課公認心理師制度推進室に、提出書類を送付又は電子メールで

送信すること。送付の場合は、提出書類全体に対して通し番号を付

し、配達状況が追跡できる方法で送付し、締切当日消印有効とする

。電子メールでの送信の場合は、締切当日までに受信が確認できた

ものを有効とする。また、電子メールでの送信の場合は、全体を１

つのＰＤＦファイルとし、ファイル全体に対して通し番号を付し提

出すること。ファイル容量が 10ＭＢを超える場合は、10ＭＢごとに

分割し、ファイル名に「01_･･･、02_･･･、03_･･･」とそれぞれ連番

を付し送信すること。 

認定申請は、締切期日までに第４の提出書類全てを提出すること

。第４の８に定める書類の提出を求める場合があるため、締切期日

に限らず早めに書類を提出すること。 
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改  正  後 現      行 

体に対して必ず通し番号（ページ番号）及びしおり機能による

しおり（見出し）を電子上付すこと。（手書きの通し番号は不

可） 

（イ）ＰＤＦファイルを画面上で表示したときに、画面を回転させ

ずにそのまま閲覧できるよう、適宜書類の向きを調整すること

。 

（ウ）提出書類を作成する際は、エクスポート機能やＰＤＦ編集ソ

フト等を利用し、書類全てをスキャナで読み取るなどの方法に

より作成することは控えること。 

（エ）ファイル容量が 10ＭＢを超える場合は、10ＭＢを目安に提出

書類ごとにファイルを分割し、ファイル名に「01_（○○※書類

名）･･･、02_（○○※書類名）･･･」とそれぞれ連番及び書類名

を付し、メールを複数回に分けて送信すること。 

（オ）第１の１又は第１の５においては外国の大学院の履修（見込

）専門科目の内容確認表［様式４］、第１の２又は第１の３に

おいては外国の大学の履修専門科目の内容確認表［様式５］、

第１の４においては外国の大学の履修専門科目の内容確認表［

様式５］及び外国の大学院の履修（見込）専門科目の内容確認

表［様式４］、第１の６においては日本の大学等の履修専門科

目の内容確認表（第１の６）［様式８］（該当者のみ）をＰＤ

Ｆファイルの他にエクセルファイルでも別途提出すること。 

なお、第４の８に定める書類の提出を求める場合があるため

、締切期日に限らず早めに書類を提出すること。書類の不備等

が多い場合は受理しない。また、書類の修正等が必要になる場

合があるため、書類は手書きではなく、ＰＣ等を用いて電子フ

ァイルに入力したものが望ましい。 

 

２ 第４の提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本

語訳を添付すること。 

英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して

作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。な

お、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作

成した日本語訳を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第４の提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本

語訳を添付すること。英語以外の外国語で記載されているものは、

外部機関に委託して作成した日本語訳を添付すること。また、書類

は、第４の提出書類の項に記載されている番号の若い順に揃え、原

文、日本語訳の順にした上で、書類全体を通して、通し番号を付す

こと。 
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改  正  後 現      行 

また、書類は、第４の提出書類に記載されている番号の昇順に揃

え、原文、日本語訳の順とすること。 

３ 認定基準を満たすことの証明においては、大学等により発行され

た書類などをもって客観的に明らかに証明すること。 

４ 第１の１～５の認定申請を行おうとする者は、あらかじめ厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度

推進室に相談すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１の１～５の認定申請を行おうとする者は、あらかじめ厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度

推進室に相談すること。 
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別表～様式 10 （略） 
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